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平成30年12月10日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第52号

奈良市福祉事務所長事務委任規則の一部を改正す
る規則

奈良市福祉事務所長事務委任規則（平成23年奈良市規
則第36号）の一部を次のように改正する。
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からチまでとし、同号コ中「第55条の５」を「第55条の６」
に改め、同号コを同号シとし、同号シの次に次のように
加える。

ス　生活保護法第55条の７第１項の規定による被保
護者就労支援事業の実施に関すること。

第２条第１号中ケをコとし、コの次に次のように加え
る。

サ　生活保護法第55条の５第１項の規定による進学
準備給付金の支給に関すること。

第２条第１号中クをケとし、オからキまでをカからク
までとし、エの次に次のように加える。

オ　生活保護法第27条の２の規定による要保護者に
係る相談及び助言に関すること。

第２条第１号に次のように加える。
ナ　生活保護法第81条の３の規定による情報提供等
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に関すること。
附　則

この規則は、公布の日から施行する。
（平成30年12月10日掲示済）　

奈良市生活保護法施行細則の一部を改正する規則をこ
こに公布する。

平成30年12月10日
奈良市長　仲　川　元　庸　

奈良市規則第53号

奈良市生活保護法施行細則の一部を改正する規則
奈良市生活保護法施行細則（平成13年奈良市規則第７

号）の一部を次のように改正する。
第８条の３を次のように改める。
 （進学準備給付金申請書）

第８条の３　省令第18条の９第１項に規定する進学準備
給付金の支給の書面は、進学準備給付金申請書（別記
第25様式の３）によらなければならない。
第８条の３の次に次のように加える。

 （徴収金等支払申出書）
第８条の４　省令第22条の４第１項に規定する法第78条

の２第１項及び第２項の規定による申出の書面は、次
の各号に掲げる徴収の区分に応じ、当該各号に定める
書面とする。
⑴　法第77条の２第１項の規定による徴収　徴収金等

支払申出書（別記第25号様式の４）
⑵　法第78条第１項の規定による徴収　徴収金等支払

申出書（別記第25号様式の５）
別記第25号様式の３中「第25号様式の３（第８条の３

関係）」を「第25号様式の５（第８条の４関係）」に、
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　
を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　
に、

「から、生活保護法」を「から、同法」に、「支払い」を「支
払」に、「による法」を「による生活保護法」に改め、同
様式を別記第25号様式の５とする。

別記第25号様式の２の次に次の２様式を加える。

生活保護法第78条の２の規定による保護金品等を
徴収金の納入に充てる旨の申出書
生活保護法第78条の２の規定による保護金品等を
徴収金の納入に充てる旨の申出書

（同法第78条に基づく徴収金の場合）
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附　則
（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）

２　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の
奈良市生活保護法施行細則の規定に基づき作成されて
いる用紙は、当分の間、必要な調整をして使用するこ
とができる。

（平成30年12月10日掲示済）

告　　　　　示

奈良市告示第649号

奈良市財政状況の公表に関する条例（昭和61年奈良市
条例第２号）の規定により、平成30年９月30日現在の本
市の財政状況を次のとおり公表します。

平成30年12月１日
奈良市長　仲　川　元　庸　
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（平成30年12月１日掲示済）　

奈良市告示第650号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の２第
１項の規定により、平成30年４月１日から平成30年９月
30日までの間における奈良市公営企業の業務状況を次の
とおり公表します。

平成30年12月１日
奈良市長　仲　川　元　庸　
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